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仙台市産後ケア事業（訪問型）業務フロー図

申請・利用者
宮城県助産師会

区役所・総合支所 こども家庭保健課
助産師

助産師の調整

利用申請
利用受付

アセスメント

日程調整

→決定した日程の報告

利用決定通知

書

利用記録票

※妊娠32週～利用

希望日1週間前まで

（電話）
日程調整

利用決定

（電

利用予約・

サービス内容確認

希望する助産師へ

利用申込み・予約

（電話）

※体調の確認、当日の 持ち物、

利用料金、 キャンセル料の説明

予約報告 上限管理記録

利用決定通知書

申請書兼同意書

聞き取り票

訪問する助産師に送付

利用状況確認票

※必要時、前回訪問した助

産師から申し送りを受ける
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訪問した助産師 助産師会（事務担当）

サ
ー

ビ
ス
終
了
後

区役所・総合支所 こども家庭保健課

申請・利用者
宮城県助産師会

区役所・総合支所 こども家庭保健課
訪問助産師

申請・利用者
宮城県助産師会

完了報告

受理

事前連絡（電話）

※体調の確認、希望するケア内容の確

利用記録票

産後ケア

サービス提供
産後ケア

サービス利用

利用記録票の記

利用料支払

※領収証の発行

事業実施報告

実施報告・

委託料請求

報告・請求

受理

業務報告書

実施した月毎に、翌月15日

までに提出

年度末に提出（年1回）

（実施報告・請求書とあわせて）

事業実績報告

書

請求書

サービス内容

確認

業務完了報告

業務完了報告

委託料支払

実施報告

謝礼支払い

利用料徴収

委託料支払

い


